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「ヒナを拾わないで！！」キャンペーン実施中

　野鳥のヒナが地面に落ちていることがあります。巣立ち前のときなど、うま

く飛べずに落ちるものがいます。しかし、けがをしていなければ、親鳥が給餌

や誘導をするうちに、少しずつ飛べるようになります。

　また、親鳥は人がヒナの近くにいると警戒してやって来られません。ヒナに

手を出さず、その場を去りましょう。

　なお、けがをしている、希少種など、放っておけないと判断される場合は、

ご連絡ください。

※野鳥を許可なく捕らえたり、飼うことはできません。

【問い合わせ先】産業振興課　総務班　☎５３－１０６２

住宅用火災警報器は香美市火災予防条例により

　    平成２３年５月３１日　　までに
　すべての住宅に設置することが義務付けられています。
　早期の設置をお願いします。香美市公式ホームページ（『くらし情報』→『消防』）に詳
しい情報を掲載しています。
　

　住宅火災による死亡原因の約６割は『逃げ遅れ』です。
火災の発生を早期に気付くことが、かけがえのない命や財産を守ることにつながります。

問い合わせ先

設置基準等詳細については、消防本部消防課予防係　☎５３－４１７６までお問い合わせください。

期限せまる！
           住宅用火災警報器

７月末まで７月末まで

平成２３年度

日　時　毎月第２火曜日　１３時３０分～１６時
　　　　※受付は１５時３０分まで

会　場　高知県庁西庁舎３階会議室
【審査時の携行品】

　①審査を受けようとする銃砲刀剣類

　②警察署で交付を受けた『発見届出済証』

　③１件につき６，３００円の登録申請手数料

　　※登録できなくても必要

【登録証の再交付】

　①再交付を受けようとする登録銃砲刀剣類

　②１件につき３，５００円の登録証再交付申請手数料

【美術刀剣類製作承認】

　１件につき８００円の製作承認申請手数料

【問い合わせ先】

　高知県教育委員会文化財課　☎０８８－８２１－４７６１

　刀らぁを見つけたら、発見場所の

近くの警察署に現物と印鑑を持って

行って、銃砲刀剣類の発見届けをす

るがよ。

　ほんなら、警察署が『銃砲刀剣類

発見届出済証』を発行してくれるき。

　持っちょりとうなかったら警察署

が引き取ってくれるがやと。

　高知県教育委員会が任命した登録審査委員が、

銃砲刀剣類登録規則に基づいて審査を行います。
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ねえタンちゃん、自宅

から、日本刀や火縄銃

が出てきたら、どうし

たらえいが？
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タンちゃんに聞いてみよう！
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